
  

○東京都江戸東京博物館条例施行規則 

平成五年三月二六日 

規則第二一号 

東京都江戸東京博物館条例施行規則を公布する。 

東京都江戸東京博物館条例施行規則 

 

(休館日) 

第一条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めると

きは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

一 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に

当たるときは、その翌日) 

二 一月一日から同月四日まで 

三 十二月二十八日から同月三十一日まで 

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(東京都江戸東京博物館条例(平成四年東京都条例

第百四十九号。以下「条例」という。)第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。)は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同項ただし書の規定に

より知事が行う休館日の変更を待ついとまがないと認めるときは、同項に定める休館日

に館を臨時に開館することができる。 

3 指定管理者は、前項の規定により館を臨時に開館したときは、速やかに知事に報告し

なければならない。 

(平一四規則一〇八・追加、平一六規則四三・平一七規則三五・一部改正) 

 

(開館時間等) 

第二条 館の開館時間及び入館時間は、別表のとおりとする。ただし、知事は、特に必要

があると認めるときは、これを変更することができる。 

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、

かつ、同項ただし書の規定により知事が行う開館時間及び入館時間の変更を待ついとま

がないと認めるときは、館の開館時間及び入館時間を臨時に延長することができる。 

3 指定管理者は、前項の規定により館の開館時間及び入館時間を臨時に延長したときは、

速やかに知事に報告しなければならない。 

(平一四規則一〇八・旧第一条繰下・一部改正、平一六規則四三・平一七規則三五・

一部改正) 

 

(使用の申請等) 

第三条 条例第五条第一項の規定により施設等（同項に規定する施設等をいう。以下同じ。）

を使用しようとする者は、使用申請書(別記第一号様式)を使用月の前六月以内に知事に



  

提出し、その承認を受けなければならない。ただし、伝統芸能、民俗芸能その他伝統的

な文化に係る公演等を行うために大ホール及び小ホール並びにその使用に伴い施設等

（大ホール及び小ホールを除く。）を使用しようとする者は、使用申請書(別記第一号様

式)を使用月の前十五月以内に知事に提出することができる。 

2 条例別表第一に規定する規則で定める施設又は部分とは、次に掲げるものをいう。 

一 事務室 

二 職員図書室 

三 収蔵庫 

四 燻くん蒸室 

五 機械室 

六 書庫及び倉庫 

七 前各号に掲げるもののほか、使用させることにより館の管理運営に支障が生じると

知事が認めるもの 

(平一四規則一〇八・平一七規則三五・一部改正・平成三十規則百一・一部改正) 

 

(使用の承認) 

第四条 前条第一項の規定により使用の承認をしたときは、知事は、使用承認書(別記第二

号様式)を交付するものとする。 

2 前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを係員に提示しなければ

ならない。 

(平一四規則一〇八・一部改正) 

 

(利用料金の承認の申請) 

第五条 指定管理者は、条例第六条第二項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用

料金承認申請書(別記第三号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 指定管理者は、前項の額の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知

しなければならない。 

(平一四規則一〇八・全改、平一七規則三五・一部改正) 

 

(利用予納金) 

第六条 指定管理者は、条例第六条第四項の規定により利用予納金を収受しようとすると

きは、利用予納金承認申請書(別記第四号様式)を知事に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

(平成三十規則百一・一部改正) 

 

(利用料金の減免) 



  

第七条 条例第七条に規定する規則で定める利用料金を減額することができる場合及びそ

の減額の割合又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。 

一 都内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者の引率者並びに都内

の高等学校の生徒及びこれに準ずる者並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育

活動として観覧するとき。 免除 

二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者手帳を

提示する者及びその付添者が観覧するとき。 免除 

三 都が発行する愛の手帳又は道府県が発行する療育手帳を提示する者及びその付添者

が観覧するとき。 免除 

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定

する精神障害者保健福祉手帳を提示する者及びその付添者が観覧するとき。 免除 

五 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)が観覧するとき(毎月第三水曜日に限る。)。 免

除 

六 都内に住所を有する者で十八歳未満の子を同伴するものが観覧するとき(毎月第三

土曜日及びその翌日に限る。)。 五割 

七 若手芸術家として知事が別に定める芸術家の創造活動又は伝統文化活動を支援する

事業で知事が指定する事業を実施するために施設等を使用するとき。 免除 

八 都内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが、児童又は生徒の

ための事業を実施するために施設等を使用するとき。 五割 

九 官公署が施設等を使用するとき。 二割五分 

(平一四規則一〇八・全改、平一七規則三五・平二〇規則一三・一部改正) 

 

(指定管理者の申請) 

第八条 条例第十六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第五号様

式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

一 事業計画書 

二 文化施設又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類 

三 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの 

四 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。) 

五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの 

六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

(平一七規則三五・全改) 

 

(指定管理者の指定の基準) 

第九条 条例第十六条第二項第六号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 



  

一 都の文化施策及び文化施設運営の方針にのっとり、都と密接に連携して管理運営を

行うことができること。 

二 文化施設又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。 

三 文化施設の管理運営に係る技術及び能力の指導育成体制が整備されていること。 

四 前三号に掲げるもののほか、館の適正な管理運営を行うために知事が定める基準 

(平一七規則三五・追加) 

 

(指定管理者に関する読替え) 

第十条 条例第十五条の規定により指定管理者が館の管理運営に関する業務を行う場合に

ついての第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「知

事」とあるのは「指定管理者」とする。 

(平一七規則三五・追加) 

 

(臨時の館の管理運営に関する準用) 

第十一条 第七条の規定は、条例第十八条第二項の規定により知事が使用料を徴収する場

合について準用する。この場合において、第七条中「利用料金」とあるのは「使用料」

と読み替えるものとする。 

(平一七規則三五・追加) 

 

(委任) 

第十二条 この規則の施行について必要な事項は、東京都生活文化局長が定める。 

(平一四規則一〇八・旧第九条繰上・一部改正、平一七規則三五・旧第八条繰下、

平一九規則一四六・平二二規則一六二・一部改正) 

 

附 則 

この規則は、平成五年三月二十八日から施行する。 

 

附 則(平成七年規則第一〇〇号) 

この規則は、平成七年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成七年規則第二七五号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則の

様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。 

 

附 則(平成八年規則第一二六号) 



  

この規則は、平成八年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成一〇年規則第一〇八号) 

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別

記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

 

附 則(平成一二年規則第一〇四号) 

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別

記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 

 

附 則(平成一四年規則第一〇八号) 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成一六年規則第四三号) 

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成一七年規則第三五号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則第一条第二項及び第三項、

第二条第二項及び第三項、第三条第一項、第五条、第七条並びに別記第一号様式から第

三号様式までの規定は、平成十八年九月一日(同日前に東京都江戸東京博物館条例の一部

を改正する条例(平成十七年東京都条例第二十六号)による改正後の東京都江戸東京博物

館条例(平成四年東京都条例第百四十九号)第十六条第二項の規定により指定管理者の指

定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。 

 

附 則(平成一九年規則第一四六号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成二〇年規則第一三号) 

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成二二年規則第一六二号) 



  

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。 

 

   附 則(平成三十年規則第百一号) 

（施行期日） 

１ この規則は、東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例（平成三十年東京都条例第

八十号。以下「改正条例」という。）の施行の日から施行する。ただし、第十一条を第十二条

とし、第六条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第五条の次に一条を加える改正規定、別記

第四号様式中「第７条」を「第８条」に改め、同様式を別記第五号様式とし、別記第三号様式

の次に一様式を加える改正規定並びに次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 改正条例による改正後の東京都江戸東京博物館条例別表第一に規定する施設等の使用に

関し、この規則による改正後の東京都江戸東京博物館条例施行規則の規定に基づく必要な手続

その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記第

一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

４ 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定に

よる改正前の東京都江戸東京博物館条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

 

別表(第二条関係) 

(平七規則一〇〇・平一二規則一〇四・平一四規則一〇八・平二〇規則一三・一部

改正) 

一 本館 

施設名 開館時間 入館時間 

常設展示室 午前九時三十分から午後五時三十分

まで。ただし、土曜日は、午前九時

三十分から午後七時三十分まで 

午前九時三十分から午後五時まで。

ただし、土曜日は、午前九時三十分

から午後七時まで 

図書室映像ライブラリー 午前九時三十分から午後五時三十分

まで 

午前九時三十分から午後五時まで 

 

二 分館 

開館時間 入館時間 

四月から九月までは、午前九時三十分から午後五時三

十分まで 

四月から九月までは、午前九時三十分から午後五時まで 

一月から三月まで及び十月から十二月までは、午前九時



  

一月から三月まで及び十月から十二月までは、午前九

時三十分から午後四時三十分まで 

三十分から午後四時まで 

 

 

別記 

 

第1号様式(第3条関係) 

(平14規則108・全改、平17規則35・一部改正・平成30規則101・一部改正) 

東京都江戸東京博物館施設及び附帯設備使用申請書 

  使用の目的     

事業の名称   参加予定者数 

入場料の有無(※)   有料       (有料の場合) 

           無料       入場料金   1人     円 

使用施設及び附帯設備 使用期間 日数又は時間帯(※) 

施
設 

特別展示室  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日 

大ホール  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 

小ホール  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 

会議室  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 

学習室1  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 

学習室2  年 月 

日から 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 



  

 年 月 

日まで 

（※）楽屋 大１ 大２  

大３（和室）小１ 小２ 

 年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 

ロビー、エ

ントランス

ホールその

他の施設 

(m2)  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日 

(m2)  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日 

附
帯
設
備 

電源設備(  kw)  年 月 

日から 

 年 月 

日まで 

日･ 午前 ･ 午後 ･ 夜間 

 上記のとおり使用したいので、使用計画書を添えて申請します。 

年  月  日      

       殿 

 

   申請者    郵便番号 

          住所 

          団体名 

          氏名又は代表者名            印 

          連絡先電話番号 

(注)※印のある欄は、該当するものに〇印を付け、必要事項を記入してください。 

 

(日本工業規格A列4番) 

 

第2号様式(第4条関係) 

(平14規則108・全改、平17規則35・一部改正・平成30規則101・一部改正) 

東京都江戸東京博物館施設及び附帯設備使用承認書 

  使用の目的     

事業の名称   参加予定者数 



  

入場料の有無     有料       (有料の場合) 

           無料       入場料金   1人     円 

使用施設及び附帯設備 使用期間 日数又は時間帯 

施

設 

特別展示室  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日 

大ホール  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

小ホール  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

会議室  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

学習室1  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

学習室2  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

楽屋 大１ 大２  

大３（和室）小１ 小２ 

 年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

ロビー、エント

ランスホールそ

の他の施設 

(m2)  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日 

(m2)  年 月 日か 日 



  

ら 

 年 月 日ま

で 

附

帯

設

備 

電源設備(  kw)  年 月 日か

ら 

 年 月 日ま

で 

日･ 午前 ･ 午

後 

･ 夜

間 

住所 

氏名又は団体名 

  

使用条件その他   

 

 東京都江戸東京博物館条例 第5条第1項 

第5条第1項及び第15条第2

項第1号 

の規定により 

上記のとおり承認します。 

 

年  月  日   

  使用承認番号  

          印 番号 

  

  

 

(日本工業規格A列4番) 

 

第3号様式(第5条関係) 

(平14規則108・全改、平17規則35・一部改正) 

東京都江戸東京博物館利用料金承認申請書 

 

年  月  日   

 東京都知事 殿 

 

所在地               

指定管理者 名称               

代表者           印   

 

 東京都江戸東京博物館条例第6条第2項の規定により、利用料金の額を下記のとおり定めたいので申請します。 



  

 

記 

  利用料金の種類 利用内容 利用料金の額   

      

  

 

(日本工業規格A列4番) 

 

第4号様式(第6条関係) 

(平成30規則101・追加) 

東京都江戸東京博物館利用予納金承認申請書 

 

年  月  日   

 東京都知事 殿 

 

所在地               

指定管理者 名称               

代表者           印   

 

 東京都江戸東京博物館条例第6条第4項の規定により、利用料金予納金を下記のとおり定めたいので申請しま

す。 

 

記 

  利用料金の種類 設定する内容、条件等 収受する額   

      

  

 

(日本工業規格A列4番) 

 

第5号様式(第8条関係) 

(平17規則35・追加) 

 

 

年  月  日   

 東京都知事 殿 

申請者 主たる事務所の所在地            



  

法人等の名称                

代表者の氏名                

印    

指定管理者指定申請書 

 東京都江戸東京博物館の管理運営に関する業務を行いたいので、東京都江戸東京博物館条例第16条第1項の規

定により申請します。 

(添付書類) 

1 事業計画書 

2 文化施設又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類 

3 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの 

4 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。) 

5 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの 

6 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

7 その他知事が必要と認める書類 

 

(日本工業規格A列4番) 

 


